
予防接種に関する基本的な計画（抜粋） 

（平成 26 年３月厚生労働省告示第 121 号） 

 

二 科学的根拠に基づく予防接種に関する施策の推進 

 

国は、予防接種施策の推進の科学的根拠として、ワクチンの有効性、安全性

及び費用対効果に関するデータについて可能な限り収集を行い、客観的で信頼

性の高い最新の科学的知見に基づき、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科

会及び同分科会に設置された三つの部会（以下「分科会等」という。）の意見を

聴いた上で、予防接種施策に関する評価及び検討を行う。 

 

具体的には、既に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に

関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）（以下、医薬品医療機器等法とい

う。）上の製造販売承認を得、定期の予防接種に位置付けられたワクチンについ

ては、ワクチンの有効性、安全性及び費用対効果について、分科会等の意見を

聴いた上で、法上の位置付けも含めて評価及び検討を行う。 

 

また、医薬品医療機器等法上の製造販売承認は得ているが、定期の予防接種

に位置付けられていないワクチンについても、分科会等の意見を聴いた上で、

定期の予防接種に位置付けることについて評価及び検討を行う。 
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